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（仮称）射水市フットボールセンター整備に係る基本構想及び基本計画策 

定業務プロポーザル実施要項 

 

 本市では、射水市スポーツ推進計画の基本理念「スポーツで創る 笑顔 感動 きら

らか射水」を具現化するプロジェクトの一環として、本市の富山新港東埋立地に（仮称）

射水市フットボールセンター（以下、「フットボールセンター」という。）を整備するこ

ととしている。 

今回の整備により、スポーツに親しむことができる環境の充実が図られることに加え、

富山県西部におけるフットボール競技の振興のほか、観光振興や交流人口拡大による経

済効果も期待されている。 

また、フットボールセンターの整備予定地である富山新港東埋立地には、海竜スポー

ツランドや元気の森公園パークゴルフ場、新湊マリーナ等のスポーツ施設が立地してい

るほか、周辺には世界で最も美しい湾クラブにも選ばれた富山湾や海王丸パーク、新湊

大橋等の本市の観光資源が多くある。 

このことから、本市ではフットボールセンターの整備に当たり、市民をはじめ、周辺

地域の皆さんに利用される施設となるよう、周辺のスポーツ施設や観光資源とも連携を

図りながら施設整備を推進することが重要と考えている。 

ついては、フットボールセンターが市内外から多くの人々を呼び込む魅力ある施設と

なるよう、民間ならではの発想と創意工夫にあふれた提案を反映したフットボールセン

ター整備に係る基本構想等を策定するため、プロポーザル形式により、受託事業者を選

定するものである。 

なお、今回策定する基本構想及び基本計画については、フットボールセンターの基本

設計等に反映させるものであり、別途発注する事業者と連携を図るものとする。 

 

１ 業務の概要 

⑴ 業務の名称 

（仮称）射水市フットボールセンター整備に係る基本構想及び基本計画策定業務 

⑵ 業務の内容 

別紙「業務仕様書（案）」による。なお、業務仕様書の内容は現時点のものであ

り、プロポーザルにより最優秀提案者が選定され、業務を受託する候補者（以下、

「業務受託候補者」という。）との協議で変更する場合がある。 

⑶ 契約上限額 

金９，６５８，０００円（消費税、地方消費税を含む） 

ただし、令和元年１０月１日に消費税率１０％が適用されないこととなった場合

は、減額の変更契約を締結する。 
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⑷ 委託期間 

契約締結日から令和元年１２月２０日（金）まで 

⑸ 事業予定地の概要 

ア 施設名称、所在地及び敷地面積等 

現時点で想定する本事業の予定地等は次のとおりである。 

項目 内容 

施設名称 （仮称）射水市フットボールセンター 

所在地 射水市海竜町地内（富山新港東埋立地内） 

※敷地は県から借用予定 

敷地面積 約３０，０００㎡ 

用途地域及び地区の指定 市街化区域（準工業地域） 

施設整備要件 ロングパイル人工芝グラウンド ２面（１０５ｍ

×６８ｍ 夜間照明・防球ネット付 ＪＦＡ公認

ピッチ） 

フットサルコート１面(４０ｍ×２０ｍ屋根付)               

クラブハウス（事務所、会議室、ロッカールーム、

トイレ等）、その他必要と思われる施設 

駐車場１５０台以上 

主要構造 設計時に検討を行う。 

 

２ 参加資格要件 

本プロポーザルへの参加資格は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

⑴ 参加表明書及び企画提案書の提出日において、射水市入札参加資格停止要領（平

成１８年射水市告示第１７４号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、又は、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ている者でないこと。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第１項第２号に規定する暴力団及び同法第２条第１項第６号に規定する暴力団

員に該当しないこと。 

⑸ 国税及び地方税を滞納していない者であること。 
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３ プロポーザル実施スケジュール 

令和元年６月１９日（水） 事業者公募の公告 

６月２５日（火） 募集要項に係る質問書提出期限 

７月 ２日（火） 募集要項に係る質問回答書送付・公表 

７月 ５日（金） 参加表明書提出期限 

７月１６日（火） 企画提案書提出期限 

      ７月中旬     審査、選定結果通知 

 

４ 実施要項等の配布 

⑴ 配布期間 

公告の日から令和元年７月５日（金）まで（土、日曜日を除く） 

⑵ 配布時間 

午前９時から午後５時まで 

⑶ 配布場所 

射水市教育委員会生涯学習・スポーツ課 

〒９３９－０２９４ 富山県射水市新開発４１０番地１ 

※射水市ホームページからもダウンロードもできます。 

 

５ 事前説明会及び質問の受付等 

⑴ 事前説明会 

本プロポーザルに関する事前説明会は開催しない。 

⑵ 質問の受付期間 

公告の日から令和元年６月２５日（火）午後５時まで 

⑶ 質問の方法 

質問票（様式１）に記載の上、本要項１２に示す提出先まで持参、郵送、ファッ

クス又は電子メールにより提出すること。口頭による質問は受け付けない。 

⑷ 質問への回答 

回答は、令和元年７月２日（火）までに質問書提出者にファックス、又は電子メ

ールにより送付するとともに、市ホームページに掲載する。 

 ※なお、募集要項以外に関する質問については、７月１０日（水）まで受付し、７月

１１日（木）までに参加表明書を提出した事業者にファックス、又は電子メールによ

り送付する。 

 

６ 参加申請 

⑴ 申請期間 



- 4 - 

公告の日から令和元年７月５日（金）午後５時まで（土、日曜日を除く） 

⑵ 申請方法 

参加表明書（様式２）及び下記の提出書類を本要項１２に示す提出先まで持参又

は郵送により提出すること。（郵送の場合は書留郵便とし、提出期限必着とする。） 

⑶ 提出書類 

ア 参加表明書（様式２） 

イ 提案者の業務（会社）概要（様式３） 

ウ 履歴事項全部証明書（発行後３か月以内のものであること。複写可とする。） 

エ 直近１年間に係る財務諸表の写し（貸借対照表、損益計算書等経営実績がわ 

かるもの） 

  オ 納税証明書（直近のもの） 

⑷ 提出部数 

各１部 

⑸ その他 

参加資格申請の結果については、後日通知する。 

 

７ 企画提案 

⑴ 提案期間 

公告の日から令和元年７月１６日（火）午後５時まで（土、日曜日を除く） 

⑵ 提案方法 

企画提案書及び下記の提出書類を本要項１２に示す提出先まで持参又は郵送に

より提出すること。（郵送の場合は書留郵便とし、提出期限必着とする。） 

⑶ 提出書類 

ア フットボールセンター整備に係る基本構想及び基本計画策定業務企画提案シ

ート（以下、「企画提案シート」という。）（様式５） 

様式４を表紙とし、必要事項を記入すること。併せて関連する資料も添付でき

るものとする。また、書類のサイズは原則Ａ４版（縦長、長編とじ）とするが、

Ａ３版を含む場合は折り込んでＡ４版のサイズに統一すること。なお、提出に当

たっては、一式をクリップで留め、２０ページ以内とすること。 

イ 参考見積書（任意様式） 

本業務に係る必要な費用を算出し、内訳がわかるよう詳細に記載すること。な

お、消費税率は１０％として積算すること。 

ウ 業務実施体制（様式６） 

エ 業務工程表（任意様式） 

⑷ 提出部数 
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社名等を表示し押印したもの各１部（その他社名を表示しないもの各１０部） 

 

８ 企画提案等の審査 

⑴ 審査 

本プロポーザルへの参加事業者の提案内容を審査するため、有識者等で構成する

選定組織を設置し審査を行う。 

⑵ 審査方法 

審査は以下の評価内容に基づき総合的に判断し、最優秀提案者と優秀提案者を決

定する。 

なお、評価は採点方式とするが、得点が同点であった場合の判定は、下表の「企

画提案の内容に関すること」の得点により決し、それでもなお同点の場合は、抽選

によることとする。 

評 価 項 目 評 価 基 準 配点  

企画提案の内容 

に関すること 

 

 

・スポーツ振興 

・観光振興、交流人

口拡大 

・周辺施設との連携 

・施設維持管理 

目的達成のため

の企画力 

行政にないノウハウや専門知識、創

意工夫を凝らした提案になっている

か。 

２０ 

実現性 

具体的な施設利用向上につながる納

得度の高い提案や分析がなされている

か。 

２０ 

的確性 
仕様書等の内容を踏まえ、明確かつ

具体的な提案がされているか。 
２０ 

提案条件の遵守 
企画提案の内容に沿い、記入要領に

則った提案書が作成されているか。 
１０ 

業務の実施体制に

関すること 

人員及び体制 

本業務の遂行に迅速かつ柔軟に対応

できる組織体制であり、業務遂行に必

要な人員が十分確保されているか。 

５ 

取り組み姿勢と

意欲 

本業務に対する取り組み姿勢が適切

で、意欲があるか。 
１５ 

業務の対価 

に関すること 

参考見積価格の

妥当性 

本業務の目的を達成するための業務

の対価として妥当な価格により積算さ

れているか。 

なお、最低価格であるからという理

由のみで業務受託候補者を決定しない

ものとする。 

１０ 

⑶ プレゼンテーション 

企画提案内容を説明するプレゼンテーションについて下記のとおり実施する。 

  ア 実施日時及び場所 
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    参加事業者に改めて通知する。（７月中旬予定） 

  イ 実施方法 

    プレゼンテーション２０分、質疑１０分とする。 

  ウ 留意点 

    当日の説明は、提案書に記載した内容のみとし、それ以外の説明は認めない。 

⑷ 審査結果の通知 

選定委員会による審査結果を参加事業者に文書で通知するとともに、本市のホー

ムページ上で公表する予定である。なお、審査内容の詳細については非公開とし、

審査内容についての問い合わせ及び審査結果に対する異議の申し立ては一切受け

付けない。 

 

９ 審査後の手続き 

⑴ 契約、業務実施に向けた協議 

審査による最優秀提案者を業務受託候補者として、本プロポーザルで提案された

業務内容を基本に、契約及び業務実施に向け協議を行う。 

⑵ 優秀提案者の繰上げ 

協議が整わない場合は、審査における優秀提案者を繰り上げ、その者を業務受託

候補者として協議を行う。 

⑶ 契約の締結 

業務受託候補者との協議により業務仕様が確定し次第、随意契約により当該業務

の実施に係る契約を締結する。 

 

１０ 企画提案書の無効 

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書を無効とする。 

⑴ 提出期限を過ぎて提出された場合（提出者の責めに帰することができない事由に

よるものであるときは、その限りでない。） 

⑵ 虚偽の記載があった場合 

⑶ 審査の公平性を害する行為等があった場合 

⑷ 複数の提案を行った場合 

⑸ その他不正な行為があった場合 

⑹ 契約上限額を超える提案をした場合 

 

１１ その他 

⑴ 本プロポーザルに係る費用は提案者の負担とする。 

⑵ 提出された書類は返却しない。 
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⑶ 本プロポーザルに関する企画提案書の著作権は参加事業者に帰属する。ただし、

審査結果の公表に当たって本市が必要と認めるときには、企画提案書の全部又は一

部を本市が使用できるものとする。 

⑷ 提出期限後の提出書類の変更、差替え又は再提出は認めない。 

⑸ 提案者が参加資格要件を満たさなくなった、または、本要項１０の⑵から⑸まで

に該当することが契約締結後に発覚した場合は、当該契約を取り消すことができる

ものとする。 

⑹ 参加申請書提出後の辞退については、辞退届（様式７）を提出する。 

 

１２ 問合せ・提出先 

  射水市教育委員会生涯学習・スポーツ課 

  〒９３９－０２９４ 富山県射水市新開発４１０番地１ 

  電   話：（０７６６）５１－６６３７ 

  ファックス：（０７６６）５１－６６６３ 

  電子メールアドレス： sports@city.imizu.lg.jp 


